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【特
別
企
画
】
日
本
の
将
来

非
現
実
的
な

金
抜
本
改
革
案
」。

増
田
雅
暢

ま
す
だ
・ま
さ
の
ぶ
（岡
山
県
立
大
学
保
健
福
祉
学
部
教
授
）

一
九
五
四
年
埼
玉
県
生
ま
れ
。
八
一
年
厚
生
省

（現
・
厚
生
労
働
省
）
に
事
務
官
と
し
て
入
省
。

九
六
年
九
州
大
学
法
学
部
助
教
授
な
ど
を
経

て
、
二
〇
〇
四
年
に
は
内
閣
府
参
事
官
と
し
て

少
子
化
社
会
対
策
を
担
当
す
る
。
〇
七
年
上
智

大
学
総
合
人
間
科
学
部
社
会
福
祉
学
科
教
授
に

就
任
。
日
本
政
策
金
融
公
庫
生
活
衛
生
融
資
部

部
長
を
経
て
、
現
職
。
著
書
に

『こ
れ
で
い
い

の
か
少
子
化
対
策
』
な
ど
。

「年
金
崩
壊
」と
い
つ
根
拠
の
な
い
情
報
に
踊
ら
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。

△７、本
当
に
必
要
な
年
金
改
革
を
探
る
。

日
本
の
年
金
制
度
は

堅
実
に
機
能

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
「年
金
制
度

の

崩
壊
」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て

い
る
。
何
を
も
っ
て

″崩
壊
″
と
表
現
し

て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の

言
い
方
自
体
が
、
年
金
制
度

へ
の
不
安
を

煽

っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

年
金
報
道
の
特
徴
は
、
年
金
制
度
が
抱
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え
る
問
題
点
を
過
度
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

す
る
こ
と
に
あ
る
。
ひ
と
こ
ろ
、
社
会
保

険
庁
に
よ
る
年
金
積
立
金
の
無
駄
遣
い
が

大
々
的
に
指
摘
さ
れ
た
。
大
規
模
年
金
保

養
基
地

・
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
建
設
問
題
が
象

徴
的
だ
。
だ
が
、
巨
大
な
年
金
シ
ス
テ
ム

が
こ
の
問
題
で
崩
壊
す
る
こ
と
は
あ
り
え

な
い
。

「消
え
た
年
金
」
と
名
づ
け
ら
れ
、　
一
大

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
張
ら
れ
た
年
金
記
録
間

題
に
し
て
も
同
じ
こ
と
だ
。
記
録
の
是
正

は
も
ち
ろ
ん
重
要
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
年

金
記
録
管
理
の
問
題
で
あ
り
、
年
金
財
政

を
ゆ
る
が
す
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
日
本
は
、
二
〇
年
間
続
い
て

い
る
デ
フ
レ
経
済
の
な
か
で
少
子
化
、
人

口
減
少
、
本
格
的
な
高
齢
社
会
を
迎
え
て

し
ま
っ
た
。
国
民
は
、
長
い
老
後
に
不
安

感
を
抱
き
、
い
ろ
い
ろ
な
細
か
い
問
題
を

個
別
に
大
き
く
取
り
上
げ
る
手
法
に
踊
ら

さ
れ
や
す
く
な

っ
て
い
る
。

年
金
が
、
与
野
党
対
立
の
政
治
テ
ー
マ

に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
問
題
だ
。
互

い
に
相
手
が
推
奨
す
る
年
金
制
度
の
問
題

点
を
指
摘
し
合

っ
て
い
る
こ
と
が
、
国
民

の
年
金
制
度

へ
の
不
安
を
な
お
さ
ら
煽

っ

て
い
る
。

実
態
を
冷
静
に
見
れ
ば
、
日
本
の
年
金

制
度
は
、
概
ね
堅
実
に
機
能
し
て
い
る
。

現
在
、
国
民

・
厚
生

。
共
済
年
金
を
合
わ

せ
れ
ば
、
約
二
七
〇
〇
万
人
、
全
国
民
の

三
割
が
年
間
約
五
〇
兆
円
の
年
金
給
付
を

受
け
て
い
る
。
国
の
税
収
は
、
個
人

・
企

業
合
わ
せ
て
も
約
四
〇
兆
円
強
だ
か
ら
、

そ
れ
よ
り
も

一
〇
兆
円
も
多

い
金
額
が
毎

年
年
金
受
給
者
の
手
元
に
届
い
て
い
る
。

し
か
も
、
日
本
の
年
金
積
立
金
は
、
給
付

の
約
四
年
分
も
あ
る
。
欧
州
を
例
に
と
れ

ば
、
欧
州
の
積
立
金
は
ず

っ
と
少
な
い
。

も
う

一
つ
、
二
〇
〇
四
年
に
自
公
政
権

が
行

っ
た
年
金
制
度
改
正

へ
の
批
判
に
よ

っ
て
、
制
度
自
体

へ
の
不
安
を
煽
る
論
調

も
あ
る
。
二

一
〇
〇
年
く
ら
い
ま
で
の
将

来
を
見
据
え
た

「〇
四
年
改
正
」
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
次
の
四
つ
だ
。
①
保
険
料
負
担

に
上
限
を
設
け
た
う
え
で
引
き
上
げ
て
い

き
、
最
終
的
に
厚
生
年
金
保
険
料
率
を

一

人

・
三
Ｆ
と
す
る
、
②
年
金
積
立
金
を
活

用
す
る
、
③
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合

を
三
分

の

一
か
ら
三
分

の

一
に
引
き
上

げ
、
保
険
料
負
担
を
軽
減
す
る
、
④
イ
ン

フ
レ
に
対
し
て
人
口
減
少
も
見
込
ん
で
年

金
額
の
伸
び
率
を
抑
制
す
る
マ
ク
ロ
経
済

ス
ラ
イ
ド
を
導
入
す
る
―
―
こ
の
仕
組
み

は
、
専
門
家

の
間
で
も
高
く
評
価
さ
れ

た
。改

正
当
時
に
想
定
し
た
社
会

ｏ
経
済
状

況
が
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
な
ら
ば
、
非
常
に

よ
い
改
正
だ
っ
た
と
思
う
。
た
だ
、
そ
の

後

の
経
済
状
況
が
大
き
く
変
化
し
た
た

め
、
修
正
す
べ
き
点
が
出
て
い
る
。

デ
フ
レ
経
済
の
進
行
は
、
勤
労
者
の
名

目
賃
金
を
低
下
さ
せ
、
非
正
規
労
働
者
を

増
加
さ
せ
た
。
改
正
当
初
に
予
定
し
て
い

た
保
険
料
で
は
、
給
付
に
見
合
う
水
準
に

至
ら
な
い
た
め
、
積
立
金
を
活
用
せ
ざ
る
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を
得
な
い
。
も
と
も
と
積
立
金
を
使
う
こ

と
に
し
て
い
た
が
、
予
想
以
上
に
使

っ
て

い
る
。
次
に
、
国
庫
負
担
を
三
分
の

一
に

引
き
上
げ
る
た
め
に
必
要
な
恒
久
的
財
源

の
確
保
が
、
い
ま
だ
に
で
き
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
は
、
デ

フ
レ
下
で
は
全
く
作
動
し
な
い
。

本
来
、
物
価
下
落
時
に
お
い
て
は
年
金

額
を
引
き
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
特
例
的
に
据
え
置
い
た
た
め
に
本

来
の
年
金
額
と
実
際
の
年
金
額
と
の
間
に

ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
割
合
は

約
二

・
五
ｒ
、
こ
れ
ま
で
に
約
七
兆
円
の

過
剰
な
給
付
を
行

っ
た
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
細
か
な
問
題
は
あ
る

に
せ
よ
、
現
行
制
度
を
改
善
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
年
金
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
は

十
分
可
能
だ
。

府
ｏ民
主
党
の

年
金
改
革
案
の
問
題
点

欧
米
の
年
金
制
度
も
、
現
役
世
代
の
保

険
料
負
担
が
高
齢
者
の
年
金
給
付
に
充
て

ら
れ
る
賦
課
方
式
で
賄
わ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
重
要
な
の
は
、
給
付
と
負
担
の
バ
ラ

ン
ス
を
い
か
に
と
る
か
だ
。
受
給
者
が
給

付
の
増
額
を
求
め
て
も
、
負
担
者
に
そ
の

能
力
が
伴
わ
な
け
れ
ば
実
現
は
で
き
な

い
。
日
本
で
は
、
現
役
世
代
の
数
が
減
り

続
け
る
の
と
反
対
に
、
受
給
者
が
増
え
続

け
、
な
お
か
つ
、
名
目
賃
金
が
下
が
っ
て

い
る
。
現
役
世
代
が
保
険
料
負
担
の
増
加

に
抵
抗
感
を
持

っ
て
当
た
り
前
だ
。

民
主
党
は
〇
九
年
の
総
選
挙
の
マ
ニ
フ

ェ
ス
ト
で
、
公
的
年
金
制
度
の
抜
本
改
革

を
提
唱
し
た
。
す
な
わ
ち
、
厚
生

。
共

済

。
国
民
年
金
を

一
元
化
し
、
「所
得
比

例
年
金
」
と
、
税
を
財
源
と
す
る
月
額
七

万
円
の

「最
低
保
障
年
金
」
を
組
み
合
わ

せ
た
年
金
制
度

の
創
設
で
あ
る
。
し
か

し
、
政
権
交
代
後
二
年
間
を
経
て
も
、
数

値
を
伴

っ
た
具
体
的
な
制
度
設
計
が
で
き

て
い
な
い
の
が
現
状
だ
。
そ
も
そ
も
最
低

保
障
年
金
に
は
巨
額
の
税
負
担
が
必
要
と

想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
規
模
や
財
源
確
保

策
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

昨
年
五
月
の
民
主
党
の
社
会
保
障
と
税

の
抜
本
改
革
調
査
会
の
報
告
で
は
、　
一
元

化

の
実
現
に
は
前
提
条
件
が
あ
る
と
し

た
。
被
保
険
者
の
所
得
を
確
実
に
補
足
す

る
た
め
の
国
民
番
号
制
度
の
導
入
と
、
税

と
保
険
料
を

一
体
徴

収
す
る
仕
組
み
の

創
設
だ
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
す
ぐ
に
は

実
現
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。年

金

一
元
化
は
課
題
も
多
い
半
面
、
メ

リ
ッ
ト
が
見
え
て
こ
な
い
。
給
与
所
得
者

（第
二
号
被
保
険
者
）
の
た
め
の
制
度
で
あ

る
厚
生

ｏ
共
済
年
金
は
、　
一
元
化
す
る
べ

き
だ
が
、
自
営
業
者

（第

一
号
被
保
険
者
）

の
加
入
す
る
国
民
年
金
と
は
制
度
の
仕
組

み

・
歴
史
が
異
な
る
。
ま
た
、
給
与
所
得

者
と
自
営
業
者
で
は
所
得
の
意
味

・
性
質

が
違
う
。　
一
元
化
後
の
所
得
比
例
年
金
で

は
、
自
営
業
者
が
、
給
与
所
得
者
と
同
じ

だ
け
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
し
た
ら
、
事
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業
主
負
担
分
も
含
め
て
給
与
所
得
者
の
二

倍
の
保
険
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
る
自
営
業
者
が
、

は
た
し
て
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。

い
ま
の
制
度
を
が
ら
り
と
変
え
な
く
て

も
、
低
年
金
、
無
年
金
問
題
を
解
決
す
る

こ
と
は
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
未
納
問
題

へ
の
対
応
は
、
保
険
料
の

「減
免
制
度
」

を
も
っ
と
活
用
す
れ
ば
よ
い
。
低
年
金
者

金年長妻氏
。

¨

る

い

す

な

を

れ
つ
ら

さ

見
い
は

あ

捗
の
進

任

だ

就

ま

相

い

労

ヽ

厚

は
ヽ
約

月

公
９

の

年

化

０９

元

２〇

一

の
老
後
の
所
得
保
障
は
、
欧
州
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
別
の
福
祉
的
な
制
度
を
作
り
、

補
足
給
付
で
行
え
ば
い
い
。

民
主
党
は
〇
九
年
の
総
選
挙
時
に
は
、

政
権
交
代
後
に
は
月
額
七
万
円
の
最
低
保

障
年
金
が
ス
タ
ー
ト
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
国
民
に
も
た
せ
て
い
た
が
、
実
際
に

は
新
制
度
が
完
成
す
る
に
は
四
〇
年
以
上

か
か
る
。
現
在
、
保
険
料
を
払

っ
て
い
る

人
に
は
現
行
制
度
で
の
受
益
権
が
あ
る
か

ら
だ
。
制
度
改
革
時
以
降
に
二
十
歳
に
達

す
る
人
か
ら
新
制
度
が
全
面
適
用
と
な

る
。
そ
の
人
た
ち
が
年
金
を
受
け
取
る
の

は
、
六
十
五
歳
支
給
と
し
て
四
五
年
後
で

あ
る
。

最
低
保
障
年
金
と
所
得
比
例
年
金
の
組

み
合
わ
せ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
年
金
制
度

改
革
を
参
考
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ス

ウ

ェ
ー
デ
ン
は
、
日
本
よ
り
は
る
か
に
人

口
が
少
な
い
上
に
、
日
本
の
よ
う
な
分
立

し
た
年
金
制
度
で
は
な
く
、
も
と
も
と

一

元
化
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
国
民
番
号
制

が
徹
底
さ
れ
、
消
費
税
は
二
五
ど
と
い
う

国
だ
。
前
提
条
件
が
日
本
と
は
全
然
違

う
。
結
果
だ
け
を
真
似
て
も
う
ま
く
い
く

わ
け
が
な
い
。
政
府

・
民
主
党
の
年
金
制

度
抜
本
改
革
案
は
、
日
本
の
状
況
で
は
非

現
実
的
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「負
担
」
と
「給
付
」
の

バ
ラ
ン
ス
が
大
前
提

年
金
は

「保
険
制
度
」
で
あ
る
こ
と

が
、
日
本
で
は
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
う
。
「医
療
保
険
」
「介
護
保

険
」
と
言

っ
て
い
る
の
に
、
年
金
だ
け
は

厚
労
省
も
政
治
家
も

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も

「保
険
」
と
言
っ
て
こ
な
か

っ
た
か
ら
だ

ス
了
つ
。

公
的
な
社
会
保
険
制
度
で
あ
る
以
上
、

任
意
加
入
の
民
間
保
険
と
は
異
な
り
、　
一

定
の
条
件
に
該
当
す
る
人
は
強
制
加
入
と

な
り
、
保
険
料
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
保
険
料
収
入
の
総
額
と

支
払
い
保
険
金
の
総
額
は
常
に
等
し
い
と

73 1非現実的な「年金抜本改革案」



い
う

「収
支
相
等
の
原
則
」
は
、
民
間
保

険
で
も
社
会
保
険
で
も
同
様
で
あ
る
。
社

会
保
険
で
は
収
入
に
公
費
が
加
わ
る
が
、

「収
入
に
見
合

っ
た
支
出
」
を
原
則

に
置

く
と
、
ど
う
改
善
す
れ
ば
よ
い
か
が
自
然

に
見
え
て
く
る
。

社
会
保
険
は
、
「被
保
険
者
間

の
助
け

合
い
」
を
保
険
化
し
た
も
の
だ
が
、
年
金

制
度
は
本
来
、
自
分
が
負
担
し
た
保
険
料

の
見
返
り
と
し
て
年
金
を
受
給
で
き
る
も

の
だ
。
社
会
保
険
方
式
で
年
金
を
運
営
し

て
い
る
国
で
は
、
基
本
的
に
保
険
料
負
担

で
年
金
給
付
を
賄

っ
て
い
る
。
保
険
料
負

担
が
で
き
な
い
人
を
年
金
制
度
か
ら
除
外

す
る
国
も
あ
る
。

そ
こ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
給
与
所
得
者

（第
二
号
被
保
険
者
）
の
配
偶
者

（第
二
号

被
保
険
者
）
が
、
保
険
料
を
払
わ
ず
に
給

付
を
受
け
て
い
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

最
近

の
厚
労
省

の
考
え
方
で
は
、
第
二

号
被
保
険
者
が
そ
の
配
偶
者
の
保
険
料
を

負
担
し
て
い
る
と
見
な
し
て
い
る
が
、
観

念
的
で
無
理
が
あ
る
。
制
度
上
は
、
配
偶

者
が
い
な
い
単
身
者
や
共
働
き
の
被
保
険

者
も
全
体
と
し
て
第
三
号
被
保
険
者
の
給

付
を
負
担
し
て
い
る
。
負
担
の
不
公
平
感

が
出
る
の
は
否
め
な
い
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
配
偶
者

で
あ
る
専
業
主
婦
も
保
険
料
を
負
担
す
る

よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。
実
は
未
就
業
の
専

業
主
婦
は
五
割
程
度
で
、
残
り
の
五
割
の

方

は
パ
ー
ト
な
ど
で
収

入
を
得

て

い

′一
。第

一
号
被
保
険
者
の
半
分
程
度
の
保
険

料
が
現
実
的
で
あ
り
、
専
業
主
婦
も
負
担

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
号
被
保
険
者

の
保
険
料
負
担
不
公
平
問
題
を
是
正
で
き

′一
。ま

た
、
低
年
金
者
に
対
し
て
年
金
制
度

に
お
い
て
年
金
を
加
算
す
る
と
い
う
案
に

は
賛
成
で
き
な
い
。
低
年
金
者
に
対
す
る

生
活
保
障
は
必
要
で
あ
る
が
、
保
険
料
の

未
納
に
よ
り
低
年
金
と
な

っ
て
い
る
人

へ

の
給
付
を
、
真
面
目
に
保
険
料
を
払

っ
て

き
た
人
が
負
担
す
る
の
は
、
理
屈
に
合
わ

な
い
し
、
不
公
平
で
あ
る
か
ら
だ
。
低
年

金
者
対
策
を
行
う
と
し
た
ら
、
欧
州
の
よ

う
に
、
年
金
制
度
外
の
福
祉
制
度
で
対
応

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
も
、
い
ず

れ
手
を

つ
け
な
け
れ
ば

い
け
な
い
問
題

だ
。
国
民
皆
年
金
を
ス
タ
ー
ト
し
た
当
時

の
平
均
寿
命
は
六
十
代
だ
っ
た
。
そ
れ
が

い
ま
、
男
性
は
八
十
歳
近
く
、
女
性
は
八

十
六
歳
と
な
り
、
保
険
料
負
担
期
間
と
年

金
受
給
期
間
と
の
差
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ

て
い
る
。

現
役
世
代

の
負
担
を
減
ら
す
た
め
に

は
、
平
均
寿
命
に
合
わ
せ
た
年
金
支
給
開

始
年
齢

の
引
き
上
げ
は
避
け
て
通
れ
な

い
。
た
だ
、
現
在
は
段
階
的
に
六
十
五
歳

に
給
付
開
始
年
齢
を
引
き
上
げ
て
い
る
最

中
な
の
で
、
そ
れ
が

一
段
落
し
て
か
ら
で

い
い
だ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
の
年
金
は
六
十
五
歳
か
ら
だ
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が
、
繰
り
上
げ
支
給
に
よ
り
受
給
開
始
の

平
均
年
齢
は
六
十
三
歳
と
な
っ
て
い
る
。

仮
に
支
給
開
始
年
齢
を
引
き
上
げ
た
と
し

て
も
、
繰
り
上
げ
支
給
の
活
用
に
よ
っ
て

不
満
は
小
さ
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
一屋
用
を
ど
う
す
る
か
が
問
題
だ
が
、

人
口
減
少
の
日
本
に
お
い
て
は
六
十
代
の

方
は

「現
役
世
代
」
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ

う
。
勤
労
収
入
と
年
金
額
を
調
整
す
る
在

職
老
齢
年
金
制
度
は
廃
止
し
た
方
が
よ
い

だ
ろ
う
。

受
給
資
格
期
間
を
現
行
の
二
五
年
か
ら

短
縮
す
る
こ
と
も
必
要
だ
。
た
だ
し
、
保

険
料
負
担
期
間
が
短
く
な
れ
ば
、
給
付
額

も
そ
れ
に
見
合

っ
て
少
な
く
な
る
こ
と
は

受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

老
後
は
共
助
と

自
助
の
組
み
合
わ
せ
で

最
後
に
、
老
後
の
保
障
は
、
共
助
と
自

助
の
組
み
合
わ
せ
で
考
え
る
べ
き
だ
。
現

役
世
代
の
負
担
に
依
存
し
た
公
的
年
金
だ

け
に
期
待
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
る
。
民

間
年
金
や
個
人
の
貯
蓄
な
ど
自
助
努
力
も

必
要
だ
し
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ

て
年
金
を
活
用
す
る
と
い
う
考
え
方
を
持

つ
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
、
医
療
保
障
、
介
護
保
障
の
整
備

も
重
要
で
あ
る
。
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

に
入
れ
ば
、
基
礎
年
金
受
給
者
で
も
安
心

し
て
生
活
で
き
る
し
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
よ
っ
て
、
原
則
と
し
て

一
割
負
担

で
医
療
を
受
け
ら
れ
る
。

老
後
の
生
活
保
障
は
、
年
金
だ
け
で
は

な
く
、
医
療

・
介
護

・
福
祉
制
度
も
含
め

て
ト
ー
タ
ル
に
対
応
さ
れ
て
い
く
も
の
で

あ
る
。
年
金
に
対
す
る
不
安
は
、
医
療

・

介
護
等
の
充
実
に
よ
っ
て
払
拭
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
し
、
そ
の
た
め
に
も
医
療

・
介
護

等
の
施
策
の
充
実
を
図

っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

□

【取引保険会社】
東京海上日動火災保険い

l■l損害保険ジヤパン

三井住友海上火災保険い

日本興亜損害保険い

富士火災海上保険い

あいおいニツセイ同和損害保険閉

AIU保険会社

東京海上日動あんしん生命保険い

三井住友海上あいおい生命保険l■
l

富士生命保険lal

メットライフアリコ

〒106-0012

東京都新宿区南元町19番地

シナノビル南口館301

TEL03 5312 5307(OFAX03 5312-5308

http:〃www nttOhOken cojp

フリーダイヤル0120721077
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